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はじめに 

2023年 10月 7日、米国カリフォルニア州知事が、「気候データ説明責任パッケージ」（Climate Accountability 
Package）と呼ばれる一連の気候変動関連データの報告や開示を義務付ける法案に署名しました。この気候データ
説明責任パッケージは、「企業気候データ説明責任法」（SB253：Climate Corporate Data Accountability Act）
（以下「SB253」といいます。）1と「温室効果ガス：気候関連財務リスク」（SB261：Greenhouse gases: climate-
related financial risk）（以下「SB261」といいます。）2の 2つの法案で構成されます。以下に詳しく述べるとお
り、これらの新たな法律の効力発生後は、カリフォルニア州で事業を行い、法律で定められた閾値を超える年間総
売上高のある企業は、いわゆるスコープ 3 を含む温室効果ガス排出量及び気候関連財務リスクを報告及び開示す
ることが義務付けられることになります。このような内容の法案の成立は連邦と州を含めて全米初であり、また米
国証券取引委員会（以下「SEC」といいます。）が 2022 年に公表した気候情報開示規則改正案と比較しても一歩
踏み込んだ内容となっていることから、今回の新法はカリフォルニア州で事業を行う企業のみならず、米国内外に
おけるビジネスや法規制のあり方にも大きな影響を及ぼすと考えられます。そこで本ニュースレターでは、これら
の新法の概要を解説した上で、SECの規則改正案や日本における類似制度とも比較し、企業に与える影響を分析い
たします。 

企業気候データ説明責任法（SB253） 

1． 報告対象となる企業 

SB253は、報告企業（reporting entity）に対して、カリフォルニア州が指定する排出量報告機関（emissions 
reporting organization）に温室効果ガス排出量を報告することを義務付けています。報告された情報は、排出量
報告機関が創設するデジタルプラットフォーム上で公開されます。そして、「報告企業」とは、米国のいずれかの
州法、コロンビア特別区の法律又は米国議会の法律に基づき設立されたパートナーシップ（partnership）、会社
（corporation）、有限責任会社（limited liability company）又はその他の事業体であって、前事業年度の年間総
売上高が 10億ドルを超え、カリフォルニア州において事業を行う者（does business in California）と定義され
ています。この定義によれば、報告企業は米国法に基づいて設立された事業体が対象となりますので、日本企業に

 
1 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB253 
2 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB261 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB253
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB261
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関してはその米国子会社等が年間総売上高の閾値を超えるかどうか、カリフォルニア州において事業を行っている
かどうかを判断することになります。もっとも、後述するように、報告企業はいわゆるスコープ 3の温室効果ガス
排出量の報告も義務付けられるため、日本企業の米国子会社等が報告企業の定義に該当しないとしても、日本企業
やその米国子会社等がある報告企業のサプライチェーンを構成する場合には、開示義務を負う企業のスコープ 3の
排出量算定に際して、当該企業から一定の協力を求められることが想定されるという点には注意が必要です。また、
要件該当性の判断に際して、「カリフォルニア州において事業を行う」という要件は SB253上定義されておらず、
例えばカリフォルニア州において拠点が置かれている必要があるのかといった点が不明確になっています。この点
は、以下で述べるように、今後カリフォルニア州大気資源局（California Air Resourced Board）（以下「CARB」
といいます。）が策定する規則において明確化されることが期待されます。 
 

2． 報告すべき情報 

報告企業は、以下のスコープに含まれる、当該報告企業の前年の温室効果ガス排出量を報告する義務があります。 
 
 スコープ 1：報告企業が所有又は直接支配している排出源から発生する直接的な温室効果ガスの排出 
 スコープ 2：報告企業が購入又は供給を受けた電力、蒸気、暖房、冷房から発生する間接的な温室効果ガ

スの排出 
 スコープ 3：物やサービスの購入、出張、従業員の通勤、廃棄物を含む、報告企業が所有又は直接支配し

ていない排出源（サプライチェーン）から発生する、スコープ 2以外の間接的な温室効果ガスの排出 
 
上記のとおり、スコープ 3は自社と取引のあるサプライチェーンからの排出量を指しますが、サプライチェーン

からの排出量は、事業部門からの排出量の平均 11.4倍で、その企業の温室効果ガス総排出量の約 90％を占めると
も言われています 3。ソフトローの分野では、2023 年 6 月に IFRS 財団の国際サステナビリティ基準審議会から
公表された IFRSサステナビリティ開示基準の気候関連開示（S2基準）において、温室効果ガス排出量に関し、ス
コープ 1 及びスコープ 2 だけでなく、スコープ 3 の開示も求められるようになりました（但し、当初の適用年度
については、スコープ 3開示を不要とする経過措置があります。）。各国の開示基準の策定に際し、事実上強い影響
力のある IFRSの基準においてもスコープ 3の開示が必要となりますので、将来的には、スコープ 3の排出量が法
定開示化される流れになる可能性が高いと想定されるものの、とりわけこのスコープ 3 の排出量を報告企業全社
に対して義務付けているのは、SB253の画期的な側面の 1つといえます。 

 
また、報告企業が開示する温室効果ガス排出量データについては、独立した第三者保証機関による保証を取得す

ることが義務付けられています。すなわち、①スコープ 1及びスコープ 2については、2026年から 2029年まで
の開示につき「限定的な保証」（limited assurance）を、2030年以降の開示につき「合理的な保証」（reasonable 
assurance）を取得する必要があります。また②スコープ 3については、CARBが 2026年に行うスコープ 3に関
する第三者保証要件のトレンドに係る分析に基づき、2027 年 1 月 1 日までにスコープ 3 に関する第三者保証要
件を制定できるものとされています。その場合、報告企業は、2030年以降の開示につき「限定的な保証」（limited 
assurance）を取得する必要があります。 
 

3． 報告の時期 

温室効果ガス排出量の初回報告の時期は、①スコープ 1 及びスコープ 2 と②スコープ 3 で異なります。すなわ
ち、①スコープ 1及びスコープ 2については、2026年以降毎年、CARBが定める日までにその前事業年度の温室
効果ガス排出量を開示する必要があります。②スコープ 3については、2027年以降毎年、スコープ 1及びスコー
プ 2の開示を行ってから 180日以内に、その前事業年度の温室効果ガス排出量を開示する必要があります。 

 

4． 制裁 

SB253 によれば、今後 CARBの定める規則において、温室効果ガス排出量の非開示、開示遅延、不十分な開示
 

3 https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-guidance 

https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-guidance
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に関して、50 万ドルを超えない範囲の行政罰を定めることとされています。また、CARB は、この行政罰を課す
に当たっては、報告企業の過去及び現在の遵守状況、SB253 に基づく開示の遵守のための公正な措置を定めてい
たかどうかなどを含むあらゆる事情を考慮するものとされています。さらに、スコープ 3については情報の正確性
の担保が難しいことから、合理的な根拠に基づき算出され、誠実に開示されたデータに関しては行政罰の対象とな
らず、また 2027 年から 2030 年の間は非開示のみが行政罰の対象とされており、一定の配慮がなされています。 

 

5． 今後の流れと実務上のポイント 

SB253 は CARB に対して、2025 年 1 月 1 日までに、以下の内容を含む SB253 に関する詳細な規則を定める
ことを義務付けています。 

 
 2026年のスコープ 1及びスコープ 2に関する報告に関する具体的な期限 
 温室効果ガス排出量の報告は、買収、分割、合併その他の温室効果ガス排出量に影響を与え得る組織再編

を考慮しなければならないこと 
 温室効果ガス排出量の報告は、世界資源研究所（World Resources Institute）などが公表している GHG

プロトコルの算定・報告基準（「Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting 
Standard」及び「Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 
Reporting Standard」）などのガイダンスに沿ったものとなるようにすること 

 報告企業が複数の保証提供機関に依頼する必要性を最小化し、十分な保証提供機関の能力が確保されるよ
うにするための措置 

 報告企業が他の米国内外における類似の報告義務に基づき行う報告において、SB253 に基づく報告要件
を満たす限り、重複報告となることを避けるための措置 

 2033 年以降 5 年ごとに、その時点における適切な温室効果ガス排出量の計算方法及び報告水準を調査、
分析し、必要に応じて規則を改定することができること 

 2029 年に、スコープ 3 の温室効果ガス排出量についての報告期限の見直しを行い、必要に応じて 2030
年 1月 1日までに当該報告期限を変更すること 

 CARB による SB253 の管理及び執行に要する費用を補うための、報告企業に対して支払いを義務付ける
フィーの設定 

 行政罰の設定 
 
上記のように、今後策定される CARBの規則によって、SB253に基づく温室効果ガス排出量の報告義務の内容、

報告期限、保証機関による保証、不遵守の場合の制裁などが明確化されることが期待されます。また、上記 1.で述
べたとおり、報告企業に該当するための要件である「カリフォルニア州において事業を行う」の定義など、SB253
で不明確になっている点が規則で明確化されるかどうかも注目する必要があります。 

温室効果ガス：気候関連財務リスク（SB261） 

1． 開示対象となる企業 

SB261は、対象企業（covered entity）に対して、(1)①気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures）（以下「TFCD」といいます。）が 2017年 6月に公表した、気候関連財
務情報開示タスクフォースによる提言最終報告書（Final Report of Recommendations of the Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures）（2017年 6月）又は TFCDの承継機関が公表する類似のフレームワー
クに基づいた気候関連財務リスク（climate-related financial risk）、及び②当該気候関連財務リスクの軽減策と対
応策を記載した気候関連財務リスク報告書を作成、提出すること、並びに(2)自身のウェブサイトで当該報告書を
公開することを義務付けています。そして、「対象企業」とは、米国のいずれかの州法、コロンビア特別区の法律
又は米国議会の法律に基づき設立されたパートナーシップ（partnership）、会社（corporation）、有限責任会社
（limited liability company）又はその他の事業体であって、前事業年度の年間総売上高が 5億ドルを超え、カリ
フォルニア州において事業を行う者（does business in California）と定義されています。SB253と同様に、この
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定義によれば、報告企業は米国法に基づいて設立された事業体が対象となりますので、日本企業に関してはその米
国子会社等が年間総売上高の閾値を超えるかどうか、カリフォルニア州において事業を行っているかどうかを判断
することになります。また、「カリフォルニア州において事業を行う」という要件が SB261上定義されていないと
いう点も SB253と同様であり、CARBが今後策定する規則による明確化が期待されます。なお、対象企業には、
カリフォルニア州保険局（Department of Insurance）によって規制対象となっている事業体及び他の州において
保険業を営む事業体は含まないものとされています。 

 

2． 開示すべき情報 

SB261 において対象企業が開示を義務付けられる「気候関連財務リスク」は、気候に関連する物理的及び移行
リスク 4によって生じ得る、即時的及び長期的な財務に対する重大な損害リスクをいうと定義されています。また、
SB261 に基づく報告書では温室効果ガス排出量の開示は求められていませんが、対象企業が当該報告書において
温室効果ガス排出量やその自主的な軽減について記載することを選択した場合、当該データは第三者機関による認
証を取得する必要があるものとされています。なお、グループ内で複数の対象企業が存在する場合は、親会社にお
いてグループ会社全体のリスクを統合した上で報告書を作成、公表することができ、その場合グループ内の子会社
が対象企業に該当する場合であっても、報告書を作成、公表する必要はないものとされています。 

 
また、CARBは、その選定する気候報告機関（climate reporting organization）と契約し、公開された気候関

連財務リスク報告書の内容を産業別に分析し、隔年でその分析結果に関する報告書を公表することになっています。
その報告書において対象企業名まで公表されるかどうかは SB261 上では明らかではありませんが、不十分な報告
書も特定することとされています。 

 

3． 報告の時期 

対象企業は、2026年 1月 1日までに初回の気候関連財務リスク報告書の作成、提出及び公表を行い、その後は
隔年で（すなわち、2年ごとに）行う必要があります。 

 

4． 制裁 

SB261 によれば、今後 CARBの定める規則において、報告書の非公開及び不十分な内容の報告書の提出に関し
て、5万ドルを超えない範囲の行政罰を定めることとされています。また、CARBは、この行政罰を課すに当たっ
ては、対象企業の過去及び現在の遵守状況、SB261 に基づく開示の遵守のための公正な措置を定めていたかどう
かなどを含むあらゆる事情を考慮するものとされています。 

 
また、対象企業が完全な報告書を提出できない場合は、可能な限りの開示を行い、開示不足の点についての詳細

な説明と完全な開示を行うために対象企業が講じる措置を記載しなければならないものとされています。もっとも、
このような措置を講じた場合に、上記の行政罰の対象外となるかどうか（いわゆるセーフハーバーとなるかどうか）
については、SB261上は明らかにされておらず、CARBが策定する規則での明確化が期待されます。 

 

5． 今後の流れと実務上のポイント 

SB261 は CARB に対して、CARB による SB261 の管理及び執行に要する費用を補うためのフィーの設定や行
政罰の設定などを内容とする、SB261に関する詳細な規則を定めることを義務付けています。SB253とは異なり、
規則の制定期限が明記されていない点が特徴的ですが、2025年 1月 1日までとなっている SB253に関する規則
と同時に公表されるか、遅くとも初回報告書の提出期限である 2026 年 1 月 1 日に間に合うように公表されるこ
とが想定されますので、今後の動向を注視する必要があります。 

 
4 例示として、企業運営、商品とサービスの提供、サプライチェーン、従業員の健康と安全、投資、融資先と借り手の財務状況、株主
価値、消費者需要、金融市場と経済の健全性に対するリスクが挙げられています。 
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類似の制度との比較 

1． SECの気候情報開示規則改正案との比較 

2022年 3月 21日、SECは登録届出書及びその後の定期報告書において、上場企業に対して一定の気候関連の
情報を開示するよう義務付ける規則改正案を公表しました 5。この気候関連の情報には、当該企業の事業運営や財
務状況に重要な影響を与える合理的な可能性のある気候関連リスクや、温室効果ガス排出量が含まれています。こ
の温室効果ガス排出量に関しては、スコープ 1 及びスコープ 2 の排出量は全上場企業に対して開示の義務を課し
ている一方で、スコープ 3 については、上場企業がスコープ 3 の排出量が重要（material）であると考えている
か、スコープ 3 の排出量を含む温室効果ガス排出量に関する指標や目標を設定している場合にのみ開示を義務付
けています。 

 
したがって、SB253 が対象となる全ての報告企業に対してスコープ 3 の排出量の報告及び開示を義務付けてい

る点と大きな相違があるといえます。そして、上述のとおり、スコープ 3 の排出量全体に占める割合が約 90％で
あることを踏まえると、スコープ 3の排出量の開示を義務付けることは極めて大きな意義があります。また、SEC
の規則改正案が上場企業に対してのみ適用されるのに対して、気候データ説明責任パッケージは、上場企業か非上
場企業であるかを問わず、カリフォルニア州で事業を行い、一定の総売上高の閾値を超える全ての企業に対して開
示を義務付けている点でも違いがあるといえます。 

 
この SEC の規則改正案はまだ最終化されていませんので、最終化された規則がどのような形になるのか今後の

動向に注目を要します。 
 

2． 日本の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度との比較 

(1) 金融商品取引法に基づく制度 
2023年 1月 31日、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され、2023年 3月 31日以後に終了する
事業年度に係る有価証券報告書等において、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設
されました 6。このうち、「ガバナンス」及び「リスク管理」については必須記載事項ですが、「戦略」及び
「指標及び目標」については重要性に応じて記載が求められることになっています。この改正により、これ
らの項目に基づく開示が必要となったものの、その具体的な記載方法については詳細に規定されておらず、
各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できる枠組みとなっています。 

 
温室効果ガス排出量の開示については、別途「記述情報の開示に関する原則（別添）－サステナビリティ
情報の開示について－」が公表され、各企業の業態や経営環境等を踏まえた重要性の判断を前提としつつ、
スコープ１及びスコープ２の排出量の積極的な開示が期待されるという推奨にとどまりました 7。また、金
融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントにおいて、投資家
との建設的な対話に資する情報を積極的に提供していく観点や、2022 年３月に ISSB から公表されたサス
テナビリティ開示基準の公開草案ではサステナビリティ情報について財務情報との結合性や財務諸表と同
じ報告期間を対象とすることが求められていることを踏まえ、スコープ１及びスコープ２の開示については、
望ましい開示実務の確立に向け、今後各企業の状況を踏まえながら検討いただくことが望まれる、との考え
方を示していました（2023 年 1月 31日「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方（企業内
容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等）」No.148）8。このように、現状の日本の有価
証券報告書等における温室効果ガス排出量の開示は、スコープ 1 及びスコープ 2 の排出量の開示を義務付
ける SECの規則案と比較しても一歩後退した開示規制となっています。 

 
5 https://www.sec.gov/files/rules/proposed/2022/33-11042.pdf 
6 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html 
7 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/07.pdf 
8 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/01.pdf 

https://www.sec.gov/files/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/07.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/01.pdf
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もっとも、上述のとおり、IFRSサステナビリティ開示基準の気候関連開示（S2基準）では、温室効果ガ
ス排出量に関し、スコープ 3の開示も求められるようになりましたので、今後、日本においても、温室効果
ガス排出量の法定開示化に向けた議論が進んでいくものと想定されます 9。 

 
(2) 温対法及び省エネ法に基づく制度 

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」といいます。）に基づく温室効果ガス排出量算定・報
告・公表制度は、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出する一定の者（「特定排出者」と定義さ
れ、全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で 1,500kl/年以上となる事業者や省エネ法上の特定
貨物輸送事業者・特定荷主等を指します。）に対して、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所
管大臣に報告することを義務付けています（温対法 26 条 1 項）。これにより、特定排出者は、自らの排出
量を算定し、毎年 7月末日（輸送事業者は 6月末日）までに、直近の算定排出量算定期間に係る排出量情報
を事業所管大臣へ報告する必要があります（温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 4 条参照）。
そして、事業所管大臣は報告された情報を集計して環境大臣及び経済産業大臣へ通知し（温対法 28条）、環
境大臣及び経済産業大臣はこれを集計して公表することが求められています（同法 29条）。もっとも、この
温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度は、自らの事業活動に伴う直接排出とエネルギ
ー使用に伴う間接排出による温室効果ガスの排出量を算定範囲としているため、基本的にスコープ 3の排出
量は含まれないことになります。 

 
また、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（以下「省エネ法」とい
います。）は、大要、事業者全体のエネルギー使用量（原油換算）が合計して 1,500kl/年以上である事業者
を「特定事業者等」として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めていますが、ESG（環境・
社会・ガバナンス）投資への注目が高まり、企業のサステナビリティ情報の開示に対する要請も高まりつつ
あること等を踏まえ、特定事業者等からの開示宣言に基づく省エネ法定期報告書等の情報を開示する枠組み
（任意開示制度）の導入が予定されています。令和 5年度は東証プライム上場企業を対象とする試行運用と
し、令和 6年度から全ての特定事業者等を対象とする本格運用に移行する予定です。この任意開示制度にお
いては、温対法関連情報として、温室効果ガス排出量等を開示対象とすることが可能とされています。但し、
あくまで任意開示制度ですので、開示を強制されるものではありません。 

 
したがって、スコープ 3 までの開示を義務付ける SB253 は、これらの制度と比較しても報告企業に対し
てより充実した情報開示を求めるものといえます。 

まとめ 

気候データ説明責任パッケージは、スコープ 3の排出量の開示も全報告企業に義務付ける点において、極めて重
要な意義を有する法律です。すなわち、カリフォルニア州で事業を行い、総売上高の閾値を超えるような大企業に
ついては、スコープ 3の排出量の開示まで義務付けられることにより、本法に基づき開示義務を負う企業のサプラ
イチェーンを構成する日本企業やその米国子会社等についても、開示義務を負う企業のスコープ 3 の排出量算定
に際して、当該企業から一定の協力を求められることになるものと想定されます。したがって、直接的には開示義
務の対象とならない企業であっても、既存の取引先の中に開示義務の対象となる企業が含まれるか否かの洗い出し
が必要でしょうし、既存の取引先に開示義務を負う企業が含まれる場合はもちろんですが、カリフォルニア州とい
う経済規模の大きい州に関連する取引を今後行う可能性がある場合には、自社の温室効果ガス排出量を積極的に把
握する必要があると思われます。その意味で、本法はカリフォルニア州のみならず、世界的な気候関連情報の開示

 
9 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）による IFRSサステナビリティ開示基準に関しては、宮下優一「国際サステナビリティ基
準審議会（ISSB）による IFRSサステナビリティ開示基準の最終化（速報）」（NO&T Capital Market Legal Update ～キャピタルマ
ーケットニュースレター～ No.27（2023年 7月））（https://www.noandt.com/publications/publication20230705-1/）も参
照。 

https://www.noandt.com/publications/publication20230705-1/
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制度や米国内外の企業に大きな影響力を持つ、重要な法律といえます。 
 
また、今後 CARBが策定する規則において、「カリフォルニア州で事業を行う」の定義など法律ではまだ不明確

な部分が明確化されることが期待されますので、今後の動向に注視する必要があります。 
 
 

2023年 11月 13日 
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